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 本論は，ダム事業において必要となる道路工事を土地所有者の山林を借りて実施し，その後

原形復旧を行ったうえで土地所有者に返還を行った事例を紹介するものである． 
借地を行う地目が宅地や農地，あるいは雑種地の場合は，比較的容易に原形復旧が可能であ

るが，山林の場合，そこに生育する樹木により土地が形成され水源涵養的に保全されていると

いう状態が多く，元あった状態に戻すこと，つまり樹木が立ち並ぶ姿に戻すには相当な年月を

費やすことになる．そこで，この原形復旧においては，土地所有者の意見も取り入れながら工

事完成後に植栽を実施していく課程で，川上ダムで環境対策として取り組んでいる育苗地の樹

木を活用し，植栽時に課題となった獣害対策について，専門家等の意見を参考に担当者として

苦悩した点，あるいは関係課と連携して創意工夫した点を中心に取り組んだ内容について紹介

する．  
 

キーワード 山林借地，原形復旧，育苗地，獣害対策 ，用地アセスメント 

 
 

1.  はじめに 

 
皆さん，もし自然豊かな環境のなかに山を所有してい

たら何をしたいと考えるでしょうか，別荘を建てたい，

散策道を整備してみたい，秋には紅葉が映える美しい姿

に変えてみたい．なかには本格的に用材林を育て林業に

チャレンジしたいという方もいるでしょう．そうです． 
山は様々な魅力に溢れ，それに関わる人々の心を浄化し

てくれるなどの作用を併せ持つ素敵な空間と言えるので

はないだろうか．我々ダム事業に携わる者の多くが，そ

ういった自然環境のなかで日々仕事に取り組んでいる． 
私は，この“山”をテーマに，川上ダムで取り組んで

きた業務報告を通じ，事業に携わる方々に何らかのメッ

セージを残せたら幸甚であると考えている． 
 

2.  川上ダムの諸元等 

 
川上ダムは，独立行政法人水資源機構が淀川水系木津

川に注ぐ前深瀬川及び川上川の合流点に建設中の多目的

ダムであり，洪水調節，流水の正常な機能の維持（既設

ダムの堆砂除去のための代替補給を含む）及び伊賀市の

水道用水確保を目的としており、平成34年度の完成をめ

ざし鋭意工事を実施している．図-1 
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図-1 川上ダムの諸元及び位置図 
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3.  工事の概要 

 
川上ダムでは，ダム建設により水没する県道の付替工

事を平成29年度の供用開始に向け鋭意工事を進めている．

そのなかで，平成24年度に発注された「付替県道青山美

杉線貯水池横断橋上流部整備工事」は，付替県道工事の 
一部として計画され，当該工事は主に三重県伊賀市が進

める市道計画との交差点部を設けるものであり，その周

辺には貯水池を横断する橋梁やトンネルといった構造物

が隣り合う川上ダム建設事業用地内では完成した施設も

含め，最も工事が集中している場所でもある．図-2 
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本工事では交差点改良工事に合わせてその周辺で必要

な法面対策を実施することになっており，その工事は地

権者の土地を借地して実施する計画となっていたため，

工事施工範囲を確保する用地部隊にとって，発注段階か

ら難題を突き付けられることになった．一般的に我々が

実施する公共工事は，実施計画に基づき地権者の土地を

速やかに取得していくが，本工事では施工箇所が直接県

道の用に供さない土地，即ち道路引き渡し時に県道用地

とならない場所であるため，地権者から借地して工事を

実施する必要があったのである． 
 

4.  工事計画に伴う用地的課題 

 
当該交差点部の地形は深い谷となっており，谷を埋め

て工事を実施する必要があったことから，谷部を流れる

沢水を工事期間中迂回させることになる．これは，ダム

サイトの工事現場などに見られる本川を迂回させるため

の仮排水トンネルのようなイメージである．しかしなが

ら山林にトンネルを掘り仮排水路を設けることは現実的

に困難なため，写真-1のとおり，仮設の大型パイプを山

の地形に沿って這わせる計画となったため，そこで多く

の立木が支障となる結果を招いてしまうことになった．

そこは，掘削等直接工事を実施する箇所ではなく，まさ

に仮設パイプを設けるためだけに立木を伐採するという

ことである．いくら事業計画とは言え，木を伐ってしま

ったらその山が再生するには相当な年月を費やすことに

なるのである． 
 

 
 
 

5.  工事計画に伴う用地交渉 

(1)協力依頼と同意の取り付け 
山を借りて工事をするためには，そこに生育している

立木のうち工事で支障となる範囲の立木は伐採を余儀な

くされることになる．地権者に対して関係課と一緒に工

事計画について丁寧に説明を行うことで工事に対する理

解は得られたものの土地については，「丸坊主になった

山だけ返されても困る．工事をやりたければ必要な土地

を買収してやればよい．」という意見が出された．しか

しながら工事期間中だけ必要な用地を取得することはで

きないことから，借地については，植栽などを施し責任

を持って原形復旧を行い土地を返還させて頂くというこ

とで地権者から概ねの理解を取り付けることができた．  
 
(2) 地権者の気持ちと向き合う努力 
地権者は山や自然に特に愛着がある方であり，常日頃

から我々が実施する事業に対して，時には厳しく時には

寛容に叱咤激励をいただいている．ここで，この地権者

に対し，事業計画や工事の内容を説明している交渉過程

のなかで，深く印象に残っている言葉を紹介する． 
「あなたたちが必要だからと言って伐採している時に

聞こえるチェーンソーの音は，木々の悲鳴，叫び声なん

だ．ダムの移転者として苦渋の決断の末，慣れ親しんだ

故郷を離れる決意をした時から，ダムという国家が決め

た計画に反対する気持ちはないし必要な事業のためにや

むを得ないこともあるだろう．ただ，そういった木々や

命を絶たれる自然の生き物一つひとつの気持ちも考えて

事業を進めてもらいたい．」まさに心に染みる言葉であ

るとともに，我々公共事業に携わる者のみならず，自然

を相手に仕事をする者は，あらためて肝に銘じなければ

写真-1 付替県道青美線上流部整備工事の様子 

図-2 整備工事概要図（施工箇所位置図） 
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ならないと感じさせられる言葉であった．そこで我々は

そういった思いに応えるべく植栽を成功させることを決

め実行することとした． 
 

6.  植栽の基本方針 

 
(1) 郷土種を活かした植栽（育苗地の活用） 
 順調に進められた工事は終盤を迎え原形復旧に伴う植

栽をどのように実施していくか具体的に検討に入ってい

った．そこで，川上ダムでは植栽の基本方針として，主

に３つのテーマを掲げて取り組んでいくこととなった．   
まずはじめに，郷土種を活かした“育苗地”の活用で

ある． 
川上ダムでは，平成21年7月に公表した「川上ダム

建設事業における環境保全への取り組み」のなかで，事

業により改変された裸地については，郷土種を用いた植

樹を行い，動植物の生育・生育環境の回復を図っている．

そこで設けられた育苗地は，上記のような取り組みを実

施するために，川上ダム建設所隣の土地に，事業実施区

域周辺で採取した郷土種の種子を撒き，苗木の段階まで

育てるための施設である．これまでにも育苗地で育てた

苗木をダムサイト左岸部で実施した付替県道工事におい

て工事期間中使用されていた沈砂地跡地に，山林再生の

ため移植した実績がある．同じ環境や気候で育った個体

であれば山に根付いてくれる可能性が高いという期待も

あり，育苗地を管理保全している環境課の職員とともに，

育苗地で育てている樹種の中から移植する候補を検討す

ることになった．写真-2 
地権者にも川上ダムの環境保全活動の取り組みについ

て説明を行い植栽計画等について意見を伺ったところ，

「川上ダムでそのような取り組みを実施していることは

大変素晴らしいことだ．是非，育苗地の木々を私の山で

再生させてもらいたい．」という言葉をいただき，移植

時期に向け本格的に植栽計画が進められることになった． 
 

 

 

(2) 獣害（食害）を受けにくい植栽 
近年，山間部の集落等でよく耳にするのが獣等による

食害であった．山間部の農家ではせっかく育てた畑の作

物が猿や鹿，猪といった野生動物に食い荒らされてしま

うといった現状を我々も目の当たりにしており，実際に

多くの農家が頭を悩ませている状況であった．これらの

動物は我々人間に直接危害を加えるわけではないが、近

年鹿による樹木への食害の例が少なくない． 
地元の方々の話によると冬眠しない鹿は，餌の少ない

冬場は木の皮などを食べて飢えをしのいでおり，また春

先には芽吹いた柔らかい新芽を好んで食べるという習性

があるとのことであった．川上ダム周辺でも決して例外

ではなく，いたる所で鹿の被害を目にすることがある． 
せっかく植栽した木を鹿に食べられてしまう前に何か対

策ができないか．一番に被害が想定されるターゲットを

鹿に絞り対策を練ることになった．そこで，環境課と連

携し植栽を成功させるために鹿の被害に遭いにくい樹種

について検討が進められた．その結果，森林組合など専

門家の意見や植物の専門書などによる情報をもとにある

一つの樹種に注目が集まった．その樹種は“アセビ”と

いう植物である．アセビはツツジ科に属する常緑低木で，

漢字では「馬酔木」と表記されている． 
a) 奈良公園におけるアセビの効果 
アセビは，もともと中国原産の広葉樹で国内では西日

本を中心に北海道を除き全国で目にすることができる植

物である．川上ダム周辺でも3月頃にスズランに似た白

い可愛らしい花をつけている姿が見られる．さらに調査

を進めると，このアセビが大量に繁殖している場所が身

近にあることが分かった．「奈良公園」である．写真-4 
 

 
 
 
奈良公園と言えば世界遺産，東大寺の大仏殿が有名で

あるが，その傍らには悠々と生活している鹿の群れを思

い浮かべる方も多いのではないだろうか． 
アセビにはグラヤノトキシンという毒が含まれており，

これらを含む葉や花を摂取すると全身がしびれるような

症状がみられると言われている．奈良公園の鹿は本能的

にあるいは長年の慣習によりアセビの脅威については熟

知しており，その知識は子や孫に引き継がれているもの写真-2 郷土種の種から育った育苗地の木  々

写真-4 奈良公園の鹿とアセビの木 
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と思われる． 
 

(3)   地権者の意向に沿った植栽 
育苗地には現在約40種類の木が育てられており，その

なかで，実際に移植する樹種を地権者の意向も尊重し決

定していくこととした．地権者は常々，「新しい道路が

開通することで自分の山が人目につく機会が増えるため，

荒れた風景ではなくきれいに整備された山を残したい．

春や夏には美しい花々が咲き，秋には鮮やかな紅葉が見

られる姿となることが理想である」と語っておられた．

そこで，育苗地以外でも花芽をつける木について調査を

行い，それらを事業用地内で探索することになり，キン

シバイ，ツバキ，ムラサキシキブなど，川上の山で育つ

樹種も植栽計画のなかに取り入れていくこととなった． 
 

7.  各課との連携と植栽計画（植栽配置図） 

 
(1) 協力依頼と同意の取り付け 
これら3つの基本方針を軸に環境課と連携し植栽計画

を考案することになった．鹿が嫌うアセビを植栽する

木々の周りに配置し，そのなかにはモミジやカエデ，ヤ

ナギやケヤキなどといった紅葉樹，その他に地権者の意

見を取り入れた花芽をつける樹種を図-2のとおり植栽計

画に盛り込むこととなった．実際に移植作業にあたる工

事課とも植栽計画について綿密に打合せを行い，配置の

誤りなど作業に手戻りが生じないよう調整を行った． 
 

 

 
 

(2)移植作業 
具体的に移植する樹種と配置が決定し，育苗地や川上

ダム事業用地などから作業員らの手により一つひと 
つ大切に移植が行われた．無事に植栽された姿を見たと

きは，これまで作業に携わった一人ひとりが達成感を味

わえた瞬間となった．写真-5 

 
 

8.  原形復旧を終えて 

 
工事実施後の山林を100%元の状態に戻すことは容易

なことではない．山を借りて工事を実施するということ

は，工事完了後の姿を常に想像し，責任を持って原形復

旧を実施していこうとする強い気持ちが必要となる．今

回の工事を通じて我々は原形復旧という言葉を改めて認

識する必要があると考える一方，工事工程や移植を実施

せざるを得なかった時期など，様々な制約が課されてい

る困難な状況であっても，少しでも地権者の思いに応え

るための努力を行ったことで，鹿の食害を完全に食い止

めるとまではいかず，決して満足できる結果とは言えな

いが，地権者の気持ちに寄り添い事業を進めることがで

きたのではないかと考えている． 
我々の実施する事業は，用地を買収し工事を完成させ

れば終わるというものではない，多少時間を要しても，

計画段階から最善の工法を選択，決定していく過程にお

いて，地権者要望や管理移行後の在り方など，“用地ア

セスメント”においても検討時間を十分に確保すること

で，より良い事業に繋げていけるのではないかと感じた

次第である． 
 

謝辞：今回，川上ダムでの原形復旧の取り組みに関し

ご指導や助言等いただきました伊賀森林組合はじめ，携

わって頂いた多くの皆様にこの場をお借りしてお礼申し

上げます． 

 
図-2 植栽の配置イメージ 

写真-5 移植された育苗地のモミジ 
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